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       平成３１年第１回西予市議会定例会厚生常任委員会会議録 

１．開催日時 平成３１年 ２月２８日 

１．開催場所 西予市議会第２委員会室 

１．開  会 平成３１年 ２月２８日 

       午前 ８時５９分 

１．散  会 平成３１年 ２月２８日 

       午後 ０時３１分 

１．出 席 委 員        

   委員長  山本 英明 

   副委員長 井関 陽一 

   委員   中村 一雅 

   委員   竹﨑 幸仁 

   委員   源  正樹 

   委員   菊池 純一 

   委員   中村 敬治 

１．欠 席 委 員 

   な  し 

１．出席説明員 

   生活福祉部長    

   兼福祉事務所長  藤井 兼人 

   医療介護部長   山岡 薫彦 

   環境衛生課長   佐々木 邦仁 

西予市民病院事務長  松末 博 

野村病院事務長  冨永 誠 

つくし苑事務長  兵頭 健二 

市民課長     松本 豊和 

健康づくり推進課長  沖村 智 

福祉課長     上中 保博 

長寿介護課長   浅野 幸彦 

子育て支援課長  松田 禎子 

明浜生活福祉課長  三好 忠利 

   城川生活福祉課長  河野 栄二 

環境衛生課長補佐  大塚 義導 

環境衛生課長補佐  細谷 涼子 

環境衛生課係長  源  琢也 

西予市民病院事務長補佐  竹内 寿男 

西予市民病院係長  沖野 貴洋 

西予市民病院係長  矢野 直子 

つくし苑事務長補佐  垣内 千幸 

市民課長補佐   宇都宮 積矢 

市民課係長    二宮 夕子 

市民課係長    野本 伸治 

健康づくり推進課長補佐  亀岡 敦志 

福祉課長補佐   長野 静香 

福祉課長補佐   大野本 敦 

福祉課係長    河野 友紀 

福祉課係長    梶原 健司 

福祉課係長    脇本 美登利 

長寿介護課長補佐  竹内 克之 

長寿介護課係長  信宮 佳子 

長寿介護課係長  柴田 直樹 

子育て支援課長補佐  岩本 博文 

子育て支援課係長  清家 昌弘 

子育て支援課係長  三好 和義 

 

１．出席議会事務局職員 

   書記    三好 祐介 

 

 

１．会議に付した事件   

    議案第２２号 平成３０年度西予市一般会計補正

予算（第１０号） 

    議案第２３号 平成３０年度西予市住宅新築資金

等貸付事業特別会計補正予算(第

２号) 

    議案第２４号 平成３０年度西予市国民健康保険

特別会計補正予算(第３号) 

議案第２５号 平成３０年度西予市後期高齢者医

療特別会計補正予算(第４号) 

議案第２６号 平成３０年度西予市介護保険特別

会計補正予算(第３号) 

議案第３１号 平成３０年度西予市病院事業会計

補正予算(第１号) 

議案第３２号 平成３０年度西予市野村介護老人

保健施設事業会計補正予算(第２

号) 

 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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  開会 午前８時59分 

○井関副委員長 

これより平成31年第１回定例会厚生常任委員会

を開会いたします。 

開会にあたり委員長より挨拶があります。 

○山本委員長  

 委員長が挨拶を行う。 

○井関副委員長 

次に、藤井生活福祉部長より挨拶をよろしくお

願いいたします。 

○藤井生活福祉部長 

 藤井生活福祉部長が挨拶を行う。 

○井関副委員長 

 それでは注意事項を申し上げたいと思います。

発言の際には、委員長の許可を得て発言をお願い

いたします。 

また、携帯電話の持ち込みは禁止となっており

ますが、間違って持ち込みをされている方は電源

をオフにしてください。 

これより先の進行は委員長が行います。 

○山本委員長 

それではこれより本日の会議を開きます。 

まず、議案第22号「平成30年度西予市一般会計

補正予算（第10号）」環境衛生課所管分について

議題といたします。 

担当課長の説明を求めます。 

○佐々木環境衛生課長 

それでは、議案第22号「平成30年度西予市一般

会計補正予算（第10号）」環境衛生課所管分につ

いてご説明をさせていただきます。 

まず、歳出について説明をいたします。予算書

34ページ、35ページになります。 

4款衛生費、1項保健衛生費、4目環境衛生費の

1億505万1000円を2347万9000円減額し、8157万

2000円とするものです。このうち当課所管分につ

きましては、田園ロマンの里づくり推進事業で

138万7000円、カーボン・マネジメント体制整備

事業997万1000円を減額するものでございます。

内訳としましては、田園ロマンの里づくり推進事

業で視察研修先の変更及び、会議出張等の減少に

よりまして、9節旅費において費用弁償を65万

円、普通旅費を45万円、計110万円、11節需用費

の食糧費を4万円減額いたしております。 

また、ツルのねぐらとなる、ため池用のポンプ

施設の電気代への負担金を計上しておりました

が、施設を使用しなかったことから、19節負担金

補助及び交付金において、24万7000円を減額して

おります。 

カーボン・マネジメント体制整備事業は、７月

豪雨災害に伴いまして、事業実施が困難となった

ことから、13節委託料997万1000円を減額してお

ります。 

続いて、予算書は36ページになります。 

4款衛生費、1項保健衛生費、7目葬祭費の

2643万円を116万7000円増額し、2759万7000円と

するものです。この増額につきましては、宇和光

浄苑管理運営事業が116万7000円の増となりま

す。施設の燃料代の高騰及び、火葬件数の増加に

よりまして、関連する11節需用費の燃料費及び光

熱水費で30万円、13節委託料において、火葬場管

理委託料86万7000円をそれぞれ増額しておりま

す。 

続いて、4款衛生費、2項清掃費、2目塵芥処理

費の15億2747万2000円を320万円減額し、15億

2427万2000円とするものです。宇和清掃センター

管理運営事業220万円の減額は、人件費の実績見

込みに伴うものです。野村クリーンセンター管理

運営事業100万円の減額も、同じく人件費の実績

見込みに伴うものでございます。 

続いて、4款衛生費、2項清掃費、3目し尿処理

費の1億2460万3000円を1782万7000円減額し、1億

677万6000円とするものです。内訳としまして

は、西予市衛生センター管理運営事業におきまし

て、経費の節減や実績の見込みによりそれぞれ不

用額を減額いたしております。その中で主なもの

としまして、消耗品費で、これは薬品等の費用に

係るものでございます。 

次に、歳入についてご説明申し上げます。予算

書は戻りまして13ページをお開きください。 

12款使用料及び手数料、1項使用料、3目衛生使

用料の2454万9000円を53万円増額し、2507万

9000円とするものです。この使用料の増額につき

ましては、宇和光浄苑の火葬件数の増加によるも

のでございます。 

次に、予算書16ページをお開きください。 

14款県支出金、1項県負担金、3目衛生費県負担

金を148万1000円、新たに計上するものでござい

ます。これにつきましては、平成30年７月臨時議

会第３号補正予算におきまして、平成30年７月豪

雨災害における浸水家屋の消毒散布用薬剤とし
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て、環境衛生庶務事業で240万1000円を一般財源

で計上をいたしておりました。これに対しまし

て、感染症予防費県負担金として148万1000円の

交付決定がなされたものでございます。 

歳出において支出はございませんが、34ページ

の4款環境衛生費、1項保健衛生費、4目環境衛生

費の財源内訳の県支出金への充当となります。 

次に、予算書19ページをお開きください。 

17款繰入金、2項基金繰入金、27目田園ロマン

の里づくり基金繰入金の183万2000円を77万

7000円減額し、105万5000円とするものでござい

ます。この繰入金の減額につきましては、先ほど

歳出でご説明をいたしました、田園ロマンの里づ

くり推進事業における旅費及び、ポンプ施設電気

代負担金の減額に伴うものでございます。費用弁

償65万円減額のうち53万円、負担金24万7000円の

分でございます。 

以上、説明とさせていただきます。よろしくご

審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上

げます。 

○山本委員長 

佐々木課長の説明が終わりました。 

これより質疑に入りたいと思います。質疑はご

ざいませんか。 

○中村敬治委員 

34ページの環境衛生費の田園ロマンの里づくり

推進事業ということについてちょっとお尋ねしま

すが、古代ロマンの里づくり事業などは冊子があ

って、比較的計画どおりには進んでないわけです

けれども、第三者から見ても、我々から見ても、

内容というものがある程度わかるわけですけれど

も、この田園ロマンの里づくりというのは全くそ

ういう構想自体が絵とか冊子にもなってないとい

うところで、なかなかつかみにくいわけですけれ

ども、これ平成25年、26年頃に、基金の将来、そ

れぞれの旧町時分に設置した基金については今後

10年以内に一般財源化するという基本方向の中で

進んでおって、多分これ昔宇和町時代に町の住宅

協会があったわけですけれども、それがどんどん

宅地開発をして、利益剰余金があって、解散する

ときに3000万ほどあったそのお金をそっくり、こ

の田園ロマンの里のほうに移しておると思うんで

すが、現在、その基金3000万あったのが今基金残

高が幾らあるのかということと、それから先ほど

言いました、田園ロマンの里というのはそういう

ことで、基金がこれいつ去年の災害も受けて、市

としては基金を一般財源化してしまうんじゃない

かなと、ある時期ですね、10年を待たずしてです

よ。そうすると、残った基金、残ったと言うたら

失礼ですけど、そういう目的基金の田園ロマンの

里づくりという基金が十分活用されないまま一般

財源化されるおそれもあるわけで、早くそういう

構想をつくって、しっかりと目的にかなった効果

的な使い方をしていくためにも、その構想自体を

文言で具体化するようなものをつくっていかない

と効果的な対応ができないのかなと思っておりま

す。そこら辺、どういう流れになっておるのか、

説明願ったらと思います。 

○山本委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時11分） 

○山本委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時13分） 

○佐々木環境衛生課長 

ご質問の基金の残高でございますが、約2000万

ございます。 

それと計画につきましては、31年度の当初予算

で予算計上をしておりますので、来年度計画策定

ということで、今事務局で検討を進めているとこ

ろで、来年度中にはつくる考えでございます。 

○中村一雅委員 

し尿処理費の消耗品費1100万円の減額は薬品に

よるものだという先ほどご説明ありましたけど、

薬品が1100万落ちるというのは、薬品自体を変え

たのか、薬品の使用量が減ったのかということ、

し尿処理については人口が減少しているのでじわ

じわ搬入量も減っているのかなと思ったりします

けど、そこら辺の動向を教えていただきたいと思

います。 

○佐々木環境衛生課長 

西予市衛生センターの消耗品等の減額というこ

とで、薬品ということをご説明させていただきま

した。 

これにつきましては、衛生センターが、平成

29年開設ということで、当初、どのぐらいの薬剤

が必要かというところの見込みはたてているんで

すが、それが実績で、当初不足するというわけに

はいきませんので、ある程度当初、計画的には立

てたんですが、実際運転をしてみるとそれほどか

からなかったというところで、ことしで２年終わ

りましたので、今回減額がかなりありました。来
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年度の当初については、その分を減額して計上は

させていただいております。薬品につきまして

は、その当初の計画で、うちで考えた薬品量とい

うのがあるんですが、それが実際の搬入のとき

に、４分の１程度に薄めて薬品が入ってきたって

いうところがありまして、その辺で当初の予算よ

りも金額が少なくなったという経緯もあります。 

○山本委員長 

他にございますか。 

中村敬治議員、質問を簡潔にお願いします。 

○中村敬治委員 

２月23日に保健センター４階で、「ツルから探

る西予の魅力」という講演会がございましたが、

そこで石城小学校の生徒が山口県周南市へ研修に

行かれたということを発表があったわけですけ

ど、それについての予算が田園ロマンの里基金か

ら出ておって、そういう内容について把握されて

おるのであれば、石城小学校の生徒が何人行かれ

たのか、どういう研修をされたのか、ちょっと説

明を願ったらと思うんですが。 

○源環境衛生課係長 

まず、石城小学校の児童が山口県周南市に行っ

て研修をした予算でございますが、西予市子ども

教育振興基金というものを、西予市の教育総務課

の予算で実施しております。そちらについては、

３年間の採択となっておりまして、３年間は実施

することが可能ということで、今年度が１回目で

ございました。 

行った内容でございますが、石城小学校の児童

４年生８名、５年生８名、希望者ということで

16名が参加しております。教員が、校長先生、教

頭先生、教員３名で合計５名、市の職員は２名で

合計23名の視察交流となりました。 

その交流の前に、一昨年、市長初め、厚生常任

委員会委員長であった中村委員も一緒に行かれた

んですが、菊池委員も行っていただきまして、先

にまず視察をして地盤をつくったと。周南市の市

長とも面会して、次回は、子どもたちということ

で、先にまず行かせていただきました。 

それで今年度、念願かなって交流をしたわけで

ございますが、周南市は100年も前、明治のころ

からツルを守っている地域でございまして、同じ

ツルを守る活動を石城小学校と同じように、周南

市の八代小学校もしております。そちらに行きま

して、さまざまなツルを育てる、飼っている施設

を見学したり、ツルを見る観察所から見学した

り、そういうことを１日目はしました。 

２日目には、八代小学校に向かいまして、八代

小学校全校児童13名が迎えていただいて、八代小

学校を案内していただいたり、そのあと、それぞ

れの活動について発表し合って、最後には周南市

の八代地区のよいところ、石城小学校の石城地区

のよいところというものを一緒に考えて発表する

ということをいたしました。そこで自分の地域以

外のことやその人たちと交流することによって、

地域を愛する心、そういうことを育んでいただき

たいという思いで実施いたしました。 

帰ってからの学校の先生方の意見や子どもたち

のアンケートからも、行ってよかったと、また行

きたいというような意見もありました。ツルを大

事にしたいという意見もありましたので、これか

ら先も同じように連携して、交流していけたらい

いかなと思っております。 

○山本委員長 

ほかに質疑はございますでしょうか。 

○井関副委員長 

野村クリーンセンター管理運営事業ですが、

100万円の減額となっているんですけども、昨年

は災害があって、かなりクリーンセンターはいつ

も人がおられたわけなんですけども。これは、ク

リーンセンター事業としては、人件費がマイナス

ということでよろしいんですか。 

○佐々木環境衛生課長 

クリーンセンターにおきましては、臨時職員２

名で対応しております。当初、嘱託職員で予算計

上をしておりましたが、辞められたということ

で、臨時職員の採用になったということで、それ

で人件費分が浮いたという状況でございます。宇

和の清掃センターについても同じでございます。 

あと、今回災害のときに、応援職員ということ

で、市役所の職員を各仮置き場に設定いたしまし

たので、人数が５名とか６名とか、あと西条市か

らの応援の職員等も仮置き場に入っていただきま

したので、その辺で職員はちょっと多かったって

いうような感じがされたと思います。 

○山本委員長 

ほか質疑はございますか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 

ないようですので、以上で質疑を終結といたし
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ます。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第22号「平成30年度西予市一般会計補正予

算（第10号）」環境衛生課所管分について、原案

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○山本委員長 

挙手全員によりまして、当委員会としては原案

どおり可決することに決しました。 

暫時休憩いたします。（休憩 午前９時23分） 

 

【医療介護部】 

【市民病院・野村病院】 

○山本委員長 

再開いたします。（再開 午前９時25分） 

それでは所管が変わりましたので、山岡医療介

護部長よりご挨拶をお願いします。 

○山岡医療介護部長 

山岡医療介護部長が挨拶を行う。 

○山本委員長 

次に、議案第31号「平成30年度西予市病院事業

会計補正予算（第１号）」について議題といたし

ます。 

事務長の説明を求めます。 

○松末西予市民病院事務長 

それでは、議案第31号「平成30年度西予市病院

事業会計補正予算」（西予市民病院分）につい

て、ご説明申し上げます。 

今回の補正は、平成30年度の実績及び決算見込

みをもとに補正をしたものでございます。お手元

の西予市病院事業会計補正予算書25ページをお開

きください。事項別明細により、主なものにつき

ましてご説明をいたします。 

まず、1款1項1目入院収益でございますが、年

間患者数を3,285人減の3万6500人と見込み、

6106万4000円を減額し、11億2055万円といたして

おります。次に、2目外来収益でございます。年

間患者数を2,196人の減、4万4896人と見込み、

1200万5000円を減額し、5億3426万2000円といた

しております。3目その他医業収益では、全体で

148万3000円を増額しております。内訳としまし

て、2節の公衆衛生活動収益を264万円増額してお

ります。健康診断料の増額でございます。5節他

会計負担金では78万6000円を増額しております。

救急医療確保に係る一般会計繰入金の増額でござ

います。次に、6節その他医業収益では、69万

7000円を増額しております。主なものでは、その

他医業収益として、入院患者が購入し使用する消

耗品等108万円を増額しております。 

次に、2項医業外収益でございます。2目他会計

補助金では、全体で252万9000円の減としており

ます。主なものとしまして、その他一般会計補助

金341万5000円の減といたしております。内訳と

しては、スマイル保育園に係る保育料助成金につ

いて実績見込みを勘案して減額するもので、一般

会計からの繰入金でございます。 

続いて、26ページをお開きください。 

4目負担金及び交付金では、全体で126万4000円

の増としております。内訳としまして、高度医療

を10万5000円、リハビリ医療115万9000円を増額

しております。いずれも一般会計からの繰入金で

ございます。10目事業所内保育・病児保育運営収

益では、今年度から運営を開始したスマイル保育

園に係る収益を実績見込みに応じて1084万円減額

しております。 

続いて、3項特別利益でありますが、過年度損

益修正益を180万1000円増としております。これ

は、過年度におけるレセプト請求後の医療点数の

修正益でございます。 

続きまして、27ページの病院事業費用について

ご説明いたします。 

1款1項2目材料費でございますが、全体で

3400万円の減といたしております。内訳としまし

て、1節の薬品費を1000万、2節の診療材料費を

2000万、また、3節の給食材料費では400万円減額

しております。これらは患者数の減に伴うもので

ございます。次に、3目の経費では、全体で913万

円を減額しております。内訳としまして、1節の

厚生福利費では保育料助成金を279万2000円の減

としております。これは、職員のスマイル保育園

利用に係る保育料助成金を実績見込みで減額する

ものでございます。17節の委託料では549万

2000円の減としておりますが、情報システムの元

号変更費用の減でございます。これについては

31年度予算で対応しております。また、21節の負

担金を84万6000円の減としておりますが、職員駐

車場に係る料金収入を実績見込みで減額するもの

でございます。 

続いて、1款2項6目事業所内保育・病児保育運
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営費では、全体で1084万円を減額しております。

スマイル保育園に係る経費を実績見込みにより減

額するものでございます。 

次に、29ページをお開きください。資本的収入

についてご説明いたします。 

第1項の出資金では、280万円の減額としており

ます。これは、看護師等奨学資金貸付に係るもの

で、貸付人数の減によるものであります。 

続いて、第3項の企業債では、480万円の減とし

ております。これは、医療器械の購入に係るもの

で、実績見込みによる減額であります。 

最後に、30ページの資本的支出でございます。 

1項建設改良費及び3項の投資でありますが、こ

れは先ほど資本的収入でご説明いたしました、医

療器械の購入に係る478万9000円の減並びに、看

護師等奨学資金貸付に係る280万円の減でござい

ます。 

以上、平成30年度西予市病院事業会計補正予算

（西予市民病院分）について、ご説明を終わらせ

ていただきます。 

○冨永野村病院事務長 

続きまして、野村病院分についてご説明を申し

上げます。補正予算書31ページをお開きくださ

い。 

1款1項2目外来収益は、患者数は減少したもの

の今年度病床数を109床から88床に減少したこと

による診療報酬加算が増となり、2378万円を増額

し、3目その他医業収益では、室料差額の12月ま

での実績をもとに100万円増額及び、会計負担金

救急医療実績に伴う253万7000円を増額し、13億

5905万8000円としております。 

次に、2項医業外収益では、2目他会計補助金、

4目負担金及び交付金を実績と決算見込みをもと

に、合わせて1244万2000円を増額し、3億1565万

9000円としております。この主なものは、不採算

地区病院の特別交付税単価が増となったことによ

るものでございます。 

また、3項特別利益は過年度損益修正益を、決

算見込み3万3000円を増額、4万3000円とし、病院

事業収益を3979万2000円増額し、16億7476万円と

定めております。 

続いて、32ページの1款1項3目経費は、市民病

院と同様、元号修正委託料を平成31年度に実施す

るため540万円減額し、医業費用を17億1240万

9000円としております。これらに過年度損益修正

損430万3000円の増を含めまして、病院事業費用

を109万7000円減額し、18億1208万7000円と定め

るものでございます。 

次に、33ページをごらんください。 

1款3項企業債480万円の減は、医療機器の購入

実績によるもので、資本的収入総額を480万円減

額し、1億193万円と定めております。 

続いて34ページ、1款資本的支出は、ボイラー

更新工事や医療器械、備品の購入費において、実

績と決算見込みをもとに、総額を953万9000円減

額し、1億5442万4000円と定めております。 

以上、ご審議の上、ご決定くださいますようよ

ろしくお願いいたします。 

○山本委員長 

両病院の事務長の説明は終わりました。 

これより質疑に入りたいと思います。質疑はご

ざいますか。 

事務長、何か付けたしありますか。 

○松末西予市民病院事務長 

予算書の２ページをお開きください。 

５条の債務負担行為についてご説明を申し上げ

ます。 

５条の債務負担行為では、４月から赴任予定

の、現在常勤医２名でございますが、新たに２名

の整形外科医が常勤する体制となっております。

この対応及び頸椎関節分野の診療強化のため、医

療機器購入といたしまして、期間と限度を設定す

るものでございます。期間は平成31年度、限度額

が4218万5000円でございます。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願いいたします。 

○山本委員長 

ありがとうございました。今の分も含めて、質

疑はございますか。 

○中村一雅委員 

西予市民病院の入院・通院ともに見込み患者数

が、減少による収益の減ということでしたが、原

因というものをどのように分析されているかまず

お聞きしたい。 

○松末西予市民病院事務長 

整形の外来の常勤医師が、平成30年度は不在と

なりまして、その影響で、入院・通院の患者さん

が減となっております。整形外来は開設をしてお

りますが、野村病院、それからその他２病院から

ドクターを派遣していただいておりまして、開設
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はしておるところでありますが、手術ができない

ということがありますし、休診になるときもあり

ます。手術ができないと、入院がないということ

で、そのあたりで通院、それから、入院の患者さ

んが減になっているというふうに思っておりま

す。 

○中村一雅委員 

野村病院、先ほどちょっと早口で聞けなかった

んですけど、不採算地区の何とかによる特別交付

という、あそこをもう少し具体的に詳細に教えて

ください。 

○冨永野村病院事務長 

これは一般会計からの繰入金でございまして、

不採算地区病院の特別交付税というものがありま

して、そこで、平成30年度の予算は、平成29年度

の単価に基づいて、実際に予算化をしておりまし

た。 

しかし、平成30年度に単価が改正になりまし

て、その分で88床掛けるその単価の分の差額がこ

こにあらわれて出た、600万程度なんですが。 

○山本委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時41分） 

○山本委員長 

再開を告げる。（再開 午前９時41分） 

○沖野西予市民病院係長 

それでは、不採算地区病院に要する経費、繰入

金についてご説明いたします。 

この制度につきましては、総務省の繰出基準に

定められておるものでございます。要件としまし

ては、150床未満の病院が対象となります。100床

で最大値、150床になるとゼロになるというよう

な形になります。野村病院88床でございますの

で、その88床掛ける単価を満額もらえるというも

のでございます。これにつきましては、特別交付

税措置として80％が市に入るようになっておりま

す。 

追加で、150床未満で最寄りの一般病院までの

距離が15キロ以上離れているというのが条件とな

ります。 

○中村一雅委員 

最寄りの地区から15キロ以上離れているという

ことが、それは不採算地区の対象になる。 

○沖野西予市民病院係長 

150床未満の病院で、さらに、最寄りの一般病

院までの距離が15キロ以上ということでございま

す。 

○菊池委員 

スマイル保育園のことについて聞きたいんです

が、これ今回は実績による減額ということがある

んですけど、運営状況を少し知らせてほしいんで

すけど、今現在、開院してからの。 

○山岡医療介護部長 

全体の状況としては、概略言いますといい状況

には向かっています。さらに来年度についても、

有効に使われるような方向にいっています。 

詳細については、担当が来ておりますので、担

当から答弁させていただきます。 

○矢野西予市民病院係長 

それではスマイル保育園の現状についてご説明

いたします。 

事業所内保育の入所者につきましては、４月１

日現在３名のところ、今現在は９名おられます。 

病児保育につきましては、利用延べ人数がきの

う現在166名となっております。事業所内保育９

名のうち、職員枠と地域枠の内訳ですが、従業員

枠が４名、地域枠５名、計９名で現在入所してい

るところです。 

○菊池委員 

病児保育166名というのは、中身どんなです

か。いつの期間ですか。 

○矢野西予市民病院係長 

４月１日からきのうまでの現在です。 

○山本委員長 

ほかに質疑ありますか。 

○中村敬治委員 

２ページの、先ほど整形外科の医療機器購入と

いうことで説明があったんですけども。整形外科

医、先ほどの説明では定員が２名と、今度４月か

ら常勤として２名来られるんじゃないかと理解し

たんですけれども、どうなんですかね。その辺、

はっきりと４月から、今はいろいろな病院と契約

されたりして、不定期に外来だけ受け入れておら

れるようですけれども、常勤医として２名来られ

るのかどうか、その辺。 

○山岡医療介護部長 

両病院とも非常に整形外科の需要は多ございま

す。現在、先ほど事務長が説明しましたように、

西予市全体で整形外科常勤医２名です。１名は野

村病院の森田院長、自治医から派遣されています

岡田医師、この２名が今野村に常勤で勤務してい
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まして、先ほど説明がありました、日勤対応、手

分けして、この２人の先生が市民病院へも外来の

応援に行っております。 

それに加えて、大学、あるいは愛大医局の関連

病院から派遣をいただいて、何とか昼間、市民病

院も外来をやっているというところです。 

そういった状態ですので、整形外科は日中また

は夜間の救急需要もございます。ですので、以前

からいろんな方面で働きかけをしておりました。

というところで、来年度２名の常勤がさらに増え

て、市内全部で４名体制というところで、需要に

応えていこうとしているところでございます。 

○中村敬治委員 

そうしますと、西予市民病院にも常勤医が来る

ということで、それで4218万5000円の医療機器を

購入したいということのようですが、これは、既

に野村病院でも納入されているような機器を、新

たに何を導入される予定ですか。 

○松末西予市民病院事務長 

現在の野村病院での整形外科でのものではなく

て、新たに脊椎の専門の先生が来ていただくこと

になっておりますので、脊椎、それから関節の顕

微鏡でありますとか、関節鏡システムなどを購入

する予定としております。 

今までとかなり異なった、脊椎ですので、神経

が集中する部位での手術となります。それで今ま

での手術と全く違う形のものになるので、新たな

機器が必要ということでございます。 

○山本委員長 

ほか質疑はございますか。 

○井関副委員長 

今専門の先生が来られるからということだった

んですけども、これ先生が代わられたときに、こ

の医療機器4200万っていうものが、ちょっと後、

引き続きこの専門的な人が来られればいいんです

けど。 

その後はどういうふうになるんですか。 

○山岡医療介護部長 

今のところ来ていただく先生は、今後、南予地

域でのこういった関連の分野の研修施設病院を目

指してやっていこうという考えで来ていただく予

定ですので、中長期的にいていただくようにお願

いしているところです。ある程度の期間はいてい

ただくものと確信しておりますが、それは医師の

世界ですので、いろんな事が発生してきますが、

極力長くいていただくように努めているところで

す。 

また、この先生は今も外来支援に月２回来てい

ただいておりまして、今もそういった関連の需用

というか、患者さんも徐々に多くなってきて、今

手術予定等も実際立てていただいているような現

状でございます。 

○中村敬治委員 

関連質問ですが、先ほどのスマイル保育園の西

側に従業員駐車場だろうと思うんですけど、駐車

場ができておりますけれども、あれは利用効率が

非常に高いようですけれども、非常にいい駐車場

ができたなと思っておりますが、職員の方は駐車

料とかいうのは徴収されておるんでしょうかね。 

取っておられるとすれば幾らぐらい取られてお

るのか。今まで職員の人があそこの駐車場ができ

るまではどこへ置かれとったんかなと、あれだけ

の車が、今までどこでどうやって処理されとった

んかなという疑問があるわけですけれども、その

辺、これ関連でお答えできるようでしたらお尋ね

したいと思います。 

○松末西予市民病院事務長 

スマイル保育園の横の職員駐車場につきまして

は、４月１日から運用を始めておるところです。

駐車場は101台とめることができることになって

おります。 

それまでは、病院の患者様が駐車をされる駐車

場でありますとか、それから病院の駐車場の通路

とかに置いておりまして、業者が診療材料とか持

ってくるときにちょっと影響を与えていたりだと

か、患者様にもご不便をかけとった点があったか

というふうに思っております。 

新たに駐車場ができまして、患者様専用の駐車

場についてはずいぶん余裕ができてきたのかなと

いうふうに思っております。 

○山本委員長 

料金のこともありました。 

○松末西予市民病院事務長 

料金は１区画1,000円を徴収しております。月

1,000円です。 

○竹﨑委員 

その一つ前の関連質問です。 

整形外科医専門が、２名新たに、現在外来に来

ていただける方、常勤医師がということで、大変

朗報だと思うんです。ただそのレベルが、その南
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予の核となるという形でおっしゃったので、詳細

をお聞きしたいことは、脊柱管狭窄症、もっと言

うところ首の関係の脳外との関係、かなりのレベ

ルの医師が来ていただくのか。もっと詳しく言う

と、脊柱管狭窄症に関して内視鏡手術等の対応も

できるのか。どのあたりのレベルかわかる範囲で

結構です。教えていただきたい。 

○山岡医療介護部長 

現時点で、そういった細部について説明する状

況を把握しておりませんが、答えられる範囲で申

しますと、脊椎関係の今手術で年間90件ぐらいは

していただいているというふうに伺っておりま

す。 

○竹﨑委員 

それは、内視鏡によるものが90件なのか、それ

とも一般論でやる切開してのほうなのか、わかる

範囲で結構なんですが、要は、やはり医師のレベ

ルによると、内視鏡によると、翌日からすぐシャ

ワー浴びたりできるんですよ。ところが、外科的

な対応すると２週間うつ伏せ状態になるんです。 

ですので、もしこの新しい器械を導入すること

とそういったレベルアップする手術ということに

なると、西予市民病院がグッと南予の核になる可

能性もあるので、その辺をにらんでの新たな展開

であれば、すごくありがたいなと思った要望です

し、患者が結構多いんですよ、そういった。その

患者さんの立場からいうと、そういった外科的な

っていうよりも内視鏡的な形での手術が伴うなら

ば、より患者が増えるんじゃないかという、以上

です。 

○山岡医療介護部長 

先ほど申しましたように、きょう時点では詳細

についてまだご説明できる段階にありませんの

で、今後、そういった周知といいますか、コマー

シャルも含めて、しっかりできるように確認した

いと思います。 

○山本委員長 

ほか質疑はございますか。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時57分） 

○山本委員長 

再開を告げる。（再開 午前10時02分） 

ほかに質疑はございますか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 

質疑がないようですので、以上で質疑を終結と

いたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第31号「平成30年度西予市病院事業会計補

正予算（第１号）」について、原案に賛成の委員

の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○山本委員長 

挙手全員によりまして、当委員会としては、原

案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前10時02分） 

 

【つくし苑】 

○山本委員長 

再開を告げる。（再開 午前10時04分） 

次に、議案第32号「平成30年度西予市野村介護

老人保健施設事業会計補正予算（第２号）」につ

いて議題といたします。 

事務長の説明を求めます。 

○兵頭つくし苑事務長 

それでは、議案第32号 平成30年度西予市野村

介護老人保健施設事業会計補正予算（第２号）に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

今回の補正は、決算見込みによる収益的収入及

び支出を補正するものでございます。補正予算書

１ページをお開きください。 

平成30年度の療養者数については、当初の3万

6942人から1,891人少ない3万5051人を見込んでお

ります。第３条の収益的収入及び支出の補正につ

きましては、施設事業収益を5923万5000円減額

し、収入の総額を4億8592万円とし、施設事業費

用を1953万2000円減額し、支出の総額を5億

5928万5000円とするものであります。 

次に、２ページをお開きください。 

第４条では、議会の議決を経なければ流用する

ことのできない経費の補正として、職員給与費を

1000万円減額し、3億9518万2000円とするもので

あります。第５条では、他会計からの補助金の補

正で、(１)児童手当補助21万2000円の増額、(２)

基礎年金拠出金補助37万7000円の増額、(３)企業

債利息償還等補助73万2000円の増額、(５)その他

補助9万1000円の減額で合計123万円の増額となっ

ております。なお、３条の収益的収支と４条の資

本的収支の補正につきましては、事項別明細書で

ご説明いたします。 



－10－ 

９ページをお開きください。 

1款施設事業収益、1項施設運営事業収益、1目

施設介護給付費収益につきましては、当初見込ん

でいた利用者数より少なかったため、2節利用者

負担金収益2987万9000円の減額をするものであり

ます。2目居宅介護給付費収益につきましても、

見込んでいた利用者数より少なかったため、1節

介護給付費収益990万5000円と2節利用者負担金収

益939万7000円を減額するものでございます。 

2項施設運営事業外収益、2目他会計補助金につ

きましては、総則５条で説明したとおりでござい

ます。6目長期前受金戻入につきましては、企業

債元金に繰り入れされた額の全額を計上しており

ましたが、会計処理の方法を変更したことで、

3626万5000円減額となっております。 

3項特別利益、2目過年度損益修正益につきまし

ては、長期前受金戻入のうち、企業債元金に繰り

入れされた額の過年度分の減価償却見合い分相当

額の1376万2000円を増額補正しております。 

次に、10ページをお開きください。 

1款施設事業費用、1項施設運営事業費用、1目

給与費1000万円の減額につきましては、介護士等

の退職等に伴う不用額の減額であります。2目材

料費200万円の減額は、紙オムツ代、給食材料代

の不用額の減額であります。また、3目経費720万

4000円の減額は、施設のＬＥＤ照明への切りかえ

や節電・節水の取り組みによる電気代、水道代の

不用額の減額と医師の人件費の負担金への組み替

えとなっております。 

また、2項施設運営事業外費用、1目支払利息及

び企業債取扱諸費32万8000円の減額は、決算見込

み額による不用額を減額したものであります。 

以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○山本委員長 

兵頭事務長の説明は終わりました。 

これより質疑に入りたいと思います。質疑はあ

りませんか。 

○中村敬治委員 

このつくし苑については、以前5億円ほどかけ

て増改築し、定員も20名ほど増やされて、多分

100人になったんじゃないかと思いますが、結

果、この予算書の１ページを見ますと1,900人ほ

ど療養者数が減っておるわけですよね。こういう

ような推移をたどっておるんですけれども、定員

の変動といいますか、現在どうなっとるのか。今

まで80人ぐらいであって100人になって、今は定

員がどうなっておるのか。それに伴って従業員の

数も変動しておるんじゃないかと思いますけれど

も、その辺はこの1,900人減っておることと関係

しておるんじゃないかと思うのでちょっと説明を

願ったらと思います。 

○兵頭つくし苑事務長 

30年度の療養者数、1,891人少ない見込みでご

ざいます。予算上、当初予算で入所の人数を82人

と予算化しておりました。実際、今年度の実績に

基づきまして、79人の計画の修正でございます。

それから通所につきましても予算上22人を予定し

ておりましたけれども、１人少ない21人の計画で

年間算出いたしますと1,891人当たり減るという

ような見込みでございます。 

この入所につきましても、特に４・５・６につ

きましては、やはり入所者少ない状況でございま

した。７月以降、被災の影響もありまして、緊急

入所等も受けまして、若干人数も伸びているよう

な状況でございます。 

それで一番最近の１月の入所状況ですけれど

も、１カ月で入所が2,485人、１日平均80.16人、

入所しております。通所につきましても、１カ月

で558人、１日平均22.32人ということで推移をし

ております。ただ入所につきましても少ない日は

75名とか、多い日が86名とか、もう日によって入

所の数も変動しております。 

やはり老健施設でございますので、特養のよう

に一遍入ったらずっといるような施設ではござい

ません。やはり在宅支援の施設でございますの

で、３カ月あたりで、リハビリを済まして在宅に

帰っていただくと。そういう形でまた新しい方を

入所していただくというような施設でございま

す。 

相談員も２人おるんですけど、通所と入所と分

けて１人ずつ担当しておりますけれども、入所の

前には、やはり入所される方の家庭に行って事情

を聞いたり、お薬の状況を聞いたり、そういった

形で退所された方からまた入所をつなげていくと

いうような形をしております。 

それで昨年29年４月から30年１月、昨年の状況

なんですけども、これの10カ月で入所の数が2万

2849人でございます。ことしの４月から先月の

31年１月までですけども、これの入所の数字が
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2万3832人ということで、983人増えています。入

所の全体では去年と比べたら確実に増えている状

況でございますけれども、100人のベッド数です

ので、80幾らということはやっぱり20あいている

というのが現状でございます。 

それから職員の状況でございますけれども、今

年度３人離職者が出ております、介護士から。そ

の分で退職者補充ということで、いろんな方法

で、介護士の募集をしているところでございます

けども、ご存じのように、やっぱり介護の仕事に

就かれる方は、本当に探してもいないというのが

現状でありまして、そこら辺の職員が減というこ

とで、厳しい状況でございますけれども、経営改

革のプロジェクトチームを立ち上げて、やはり今

までと同じような仕事をしていたんじゃだめや

と。やり方を変えて、少ない人間でも今までとや

っぱりよりよい介護をしていこうということで、

そういう相談もしております。 

そういったことで昨年度と比べたら利用者は増

えているような状況でございますので、また、今

後ともいろいろとご支援をお願いいたしたいと思

います。 

○中村敬治委員 

ただいまの説明によりますと、5億円ほどかけ

て増改築して、定員が80名から100名になったけ

れども、なかなか利用者が増えないというのは、

やはり介護職員の方がなかなか集まらないとい

う、そちらの側が不足しているから入所、通所の

受け入れもなかなかままならないというような方

向に、そういうところからの制約があって、人口

減が激しいから、そういう入所・通所が減ったと

いうことではなくて、そういう従業者の確保が困

難というような見方でよろしいんでしょうか。 

○山岡医療介護部長 

先ほど事務長から３名の離職者と申しましたけ

ども、そのうち数名は、被災関係でどうしても仕

事上、松山へ行かなくちゃいけないということも

ございました。ですので、一生懸命その確保につ

いても努めておりますし、また昨年、議会からも

ご提案いただいとりましたご意見として、外国人

労働者についてですが、このことについても今積

極的に、紹介いただくちょっと大学関連のところ

がございまして、そこを通じて、具体的なことに

なるように今進めているところです。 

そしてまた、今言いました経営改革も進めてま

して、その中で、勤務環境の改善についても、な

かなか経費が伴うので難しい面もあるんですが、

そういった面も取り組んでおりますので、それは

職員と一体となって進めていますので、そういっ

た意味で働きやすい職場といいますか、そういっ

たとこをしっかりアピールできるようにして、就

職、入職される方を増やしていこうというふうに

考えて取り組んでいるところでございます。 

○山本委員長 

ほかに質疑はございますか。 

○井関副委員長 

10ページの医師派遣委託料1452万4000円です

が、これ何かつけ替えっていうか、何かちょっと

説明がよく聞き取れなかったんですが、これはど

ういうふうな予算のつけ替えになっておるんでし

ょうか。 

○兵頭つくし苑事務長 

平成30年度の予算を立てるときに、医師の賃金

といたしまして、前小島施設長の支払いの金額を

1400万当たり組んでいたんですけども、先生が退

職されまして、今度野村病院から大塚副院長初

め、４、５名の医師がつくし苑に毎日来ていただ

いております。その分で、うちから病院に出す医

師の補助金といたしまして、800万ちょっと超え

るんですけども、その分を出すようにいたしまし

たので、その差額で減った分が減額となっている

のが現状でございます。 

○山本委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前10時21分） 

○山本委員長 

再開を告げる。（再開 午前10時27分） 

ほかに質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 

ないようですので、以上で質疑を終結といたし

ます。 

これより採決を行います。 

お諮りをいたします。 

議案第32号「平成30年度西予市野村介護老人保

健施設事業会計補正予算（第２号）」につきまし

て、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○山本委員長 

挙手全員によりまして、当委員会としては原案

どおり可決することに決しました。 
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暫時休憩を告げる。（休憩 午前10時28分） 

 

【生活福祉部】 

【市民課】 

○山本委員長 

再開を告げる。（再開 午前10時38分） 

次に、議案第22号「平成30年度西予市一般会計

補正予算（第10号）」市民課所管分、議案第23号

「平成30年度西予市住宅新築資金等貸付事業特別

会計補正予算（第２号）」、議案第24号「平成

30年度西予市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）」、議案第25号「平成30年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第４号）」を一括議

題といたします。 

担当課長の説明を求めます。 

○松本市民課長 

それでは、議案第22号 平成30年度西予市一般

会計補正予算（第10号）の市民課所管分につきま

して補正予算に基づき、ご説明申し上げます。補

正予算書29ページをごらんください。 

歳入歳出補正予算事項別明細書でご説明をさせ

ていただきます。歳出からご説明いたします。 

3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務

費、補正額マイナス172万4000円のうち、当課の

該当分は、28節繰出金、国民健康保険特別会計事

業勘定繰出事業の156万4000円の減額補正でござ

います。この繰出事業につきましては、国民健康

保険特別会計事業勘定でご説明させていただきま

す。 

続きまして、31ページをごらんください。 

9目後期高齢者医療費、28節繰出金、後期高齢

者医療特別会計繰出事業では1014万4000円の減額

補正でございます。この繰出事業につきまして

も、後期高齢者医療特別会計でご説明させていた

だきます。 

続きまして、34ページをごらんください。 

4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務

費、補正額マイナス610万6000円のうち、当課の

該当分は、28節繰出金、診療所勘定繰出事業の

94万4000円の減額補正でございます。この繰出事

業につきましても、国民健康保険特別会計診療施

設勘定会計でご説明させていただきます。補正額

はありませんが、財源の組み替えがございます。

国庫支出金304万5000円の減額、一般財源304万

5000円の増額でございます。詳細につきまして

は、歳入でご説明させていただきます。 

続きまして、歳入の14ページをごらんくださ

い。 

13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国

庫負担金、補正額マイナス349万2000円のうち、

当課の該当分は、1節社会福祉費国庫負担金の国

民健康保険基盤安定事業費国庫負担金保険者支援

分、666万6000円の増額補正でございます。国庫

負担金の確定によるものでございます。 

続きまして、2項国庫補助金、2目衛生費国庫補

助金、補正額マイナス1096万2000円のうち、当課

の該当分は、医療施設運営費等補助金304万

5000円の減額補正でございます。補助金の算定基

準が当初県の指示により算定した金額の算定方法

が変更となり、補助の対象外になったため減額す

るものであります。歳出におきましては、特定財

源から一般財源への振り替えとなります。 

続きまして、16ページをごらんください。 

14款県支出金、1項県負担金、2目民生費県負担

金、補正額1807万1000円のうち、当課の該当分

は、1節社会福祉費県負担金、国民健康保険基盤

安定事業費県負担金保険税軽減分2033万9000円、

同じく保険者支援分333万3000円の増額補正でご

ざいます。県負担金の確定によるものでありま

す。また、後期高齢者医療保険基盤安定事業費県

負担金は360万8000円の減額補正でございます。

同じく県負担金の確定によるものでございます。 

続きまして、19ページをごらんください。 

17款繰入金、1項特別会計繰入金、3目住宅新築

資金等貸付事業特別会計繰入金、補正額25万

2000円の増額補正でございます。この繰入金につ

きましては、住宅新築資金等貸付事業特別会計で

ご説明させていただきます。 

続きまして、20ページをごらんください。 

19款諸収入、5項雑入、4目雑入、3節民生費雑

入の5452万7000円の増額補正でございます。内訳

は、後期高齢者被保険者はり・きゅう・マッサー

ジの助成事業に係る広域連合からの特別対策補助

金147万5000円の確定及び、平成29年度療養給付

費負担金として、広域連合へ納付した負担金の確

定による精算に伴う返還金5305万2000円によるも

のでございます。 

以上で、議案第22号 平成30年度西予市一般会

計補正予算（第10号）についてのご説明とさせて

いただきます。 
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続きまして、議案第23号 平成30年度西予市住

宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第２

号）につきまして、予算書に基づき、ご説明申し

上げます。 

補正予算書７ページをごらんください。 

歳入歳出補正予算事項別明細書でご説明させて

いただきます。まず、歳出からご説明いたしま

す。 

3款諸支出金、2項繰出金、1目繰出金、補正額

25万2000円の増額補正でございます。貸付金元利

収入の増額に伴う一般会計繰出金の調整によるも

のであります。 

続きまして、６ページの歳入をごらんくださ

い。 

1款償還金、1項貸付金償還金、1目貸付金元利

収入、補正額25万2000円の増額補正でございま

す。貸付金元利収入の増額によるものでありま

す。内訳といたしまして、1節住宅改修資金貸付

金元利収入が35万8000円の増額、2節住宅新築資

金等貸付金元利収入が10万6000円の減額となって

おります。 

以上で、議案第23号 平成30年度西予市住宅新

築資金等貸付事業特別会計補正予算（第２号）に

ついてのご説明させていただきます。 

続きまして、議案第24号 平成30年度西予市国

民健康保険特別会計補正予算（第３号）につきま

して、補正予算書に基づき、ご説明を申し上げま

す。補正予算書11ページをごらんください。 

歳入歳出補正予算事項別明細書でご説明させて

いただきます。歳出から補正金額の大きいものを

抜粋してご説明させていただきます。 

1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、

補正額255万円の減額補正でございます。職員給

与費の調整による減額補正であります。 

続きまして、2款保険給付費、1項療養諸費、

1目一般被保険者療養給付費、補正額1億4510万

9000円の増額、2目退職被保険者等療養給付費、

補正額6800万円の減額、合計7710万9000円の増額

補正でございます。平成31年１月までの保険給付

費の実績に基づき、平成30年度の一般被保険者療

養給付費及び退職被保険者等療養給付費の必要見

込み額を算出し、増額補正するものであります。 

続きまして、12ページをごらんください。 

2款保険給付金、2項高額療養費、1目一般被保

険者高額療養費、補正額4130万円の増額、2目退

職被保険者等高額療養費、補正額1530万円の減額

です。合計2600万円の増額補正でございます。平

成31年１月までの保険給付費の実績に基づき、平

成30年度の一般被保険者高額療養費及び退職被保

険者等高額療養費の必要見込み額を算出し、増額

補正するものであります。 

続きまして、8款保健事業費、2項特定健康診査

等事業費、1目特定健康診査等事業費、補正額

400万円の減額補正でございます。平成30年度健

康診査の受診者の実績見込みにより減額補正をす

るものであります。 

続きまして、11款諸支出金、1項償還金及び還

付加算金、3目償還金、補正額469万1000円の増額

補正でございます。平成29年度の県及び国庫補助

金返還額確定に伴う返還金の増額をするものであ

ります。 

続きまして、９ページの歳入をごらんくださ

い。補正金額の大きいものを抜粋してご説明させ

ていただきます。 

1款国民健康保険税、1項国民健康保険税、1目

一般被保険者国民健康保険税、補正額9900万円の

増額、2目退職被保険者等国民健康保険税、補正

額200万円の減額補正、合計9700万円の増額補正

でございます。保険税の税率改定による増額と

12月末までの保険税調定額に収納率を加味した収

納見込みによる調整によるものでございます。 

○山本委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前10時51分） 

○山本委員長 

再開を告げる。（再開 午前10時57分） 

説明を続けてお願いします。 

○松本市民課長 

続きまして、4款国庫支出金、2項国庫補助金、

5目災害臨時特例補助金、補正額581万4000円の増

額補正であります。災害臨時特例補助金交付決定

による増額補正であります。 

続きまして、10款繰入金、1項他会計繰入金、

1目一般会計繰入金、補正額156万4000円の減額補

正でございます。保険税の税率改定により保険基

盤安定繰入金の増額、税率改定によるその他一般

会計繰入金の減額等によるものであります。これ

で事業勘定補正予算についてのご説明とさせてい

ただきます。 

引き続き、診療施設勘定会計歳入歳出補正予算

について、ご説明させていただきます。19ページ
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をごらんください。歳出から補正金額の大きいも

のを抜粋してご説明させていただきます。 

2款医業費、1項医業費、1目医業費、補正額

1280万4000円の減額補正であります。二及・周木

診療所の医師が病気休暇により１カ月半休診があ

り、患者数が減少したため、医薬材料費等を減額

するものであります。 

続きまして、17ページの歳入をごらんくださ

い。 

1款診療収入、2項外来収入、目の合計で1256万

5000円の減額補正でございます。医業費と同じ事

由により、１カ月半休診があり、患者数が減少し

たため、診療収入を減額するものであります。 

続きまして、4款繰入金、1項他会計繰入金、

1目一般会計繰入金、補正額94万4000円の減額補

正でございます。医師の病気休暇により、診療日

数の減少による臨時職員賃金等の減額に伴う一般

会計からの繰入金の減額でございます。 

以上で、議案第24号 平成30年度西予市国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）についてのご

説明とさせていただきます。 

続きまして、議案第25号 平成30年度西予市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）につき

まして、補正予算書に基づき、ご説明を申し上げ

ます。補正予算書７ページをごらんください。歳

入歳出補正予算事項別明細書でご説明をさせてい

ただきます。歳出から補正金額の大きいものを抜

粋してご説明をいたします。 

1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、

補正額359万4000円の減額補正でございます。職

員の育児休業に伴う職員給与費及び共済費等を減

額、実績見込みにより郵便料を減額するものであ

ります。 

続きまして、８ページをごらんください。 

2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項後期高

齢者医療広域連合納付金、1目後期高齢者医療広

域連合納付金、補正額2442万8000円の減額補正で

ございます。愛媛県後期高齢者医療広域連合へ納

付する後期高齢者保険料徴収分の実績見込みによ

る減額、保険基盤安定負担金及び広域連合共通事

務費の確定による減額によるものであります。 

続きまして、3款保健事業費、1項後期高齢者健

康診査事業費、1目後期高齢者健康診査事業費、

補正額317万7000円の減額補正でございます。平

成30年度健康診査の受診者の実績見込みによる健

康診査負担金の減額によるものであります。 

続きまして、６ページの歳入をごらんくださ

い。 

1款後期高齢者医療保険料、1項後期高齢者医療

保険料、1目特別徴収保険料、補正額452万2000円

の減額、2目普通徴収保険料、補正額1372万

3000円の減額、合計1824万5000円の減額補正でご

ざいます。平成30年７月豪雨で被災された被保険

者の保険料の減免による減額及び、被保険者の減

少による保険料額の減額であります。 

続きまして、3款繰入金、1項一般会計繰入金、

1目事務費繰入金、補正額533万4000円の減額、

2目保険基盤安定繰入金、補正額481万円の減額、

合計1014万4000円の減額補正でございます。職員

給与費の減額及び広域連合共通経費、保険基盤安

定負担金の確定による減額であります。 

続きまして、5款諸収入、5項受託事業収入、

1目後期高齢者医療広域連合受託事業収入、補正

額307万7000円の減額補正でございます。健康診

査受診者の実績見込みによる受託事業収入額の減

額であります。 

以上で、議案第25号 平成30年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第４号）についての

ご説明とさせていただきます。 

以上、４議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○山本委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前11時04分） 

○山本委員長 

再開を告げる。（再開 午前11時04分） 

以上で、松本課長の説明は終わりました。 

これより、４議案全てについて一括質疑を行い

たいと思います。４議案全てですので結構あるん

ですけども、一括で質疑はございませんか。 

○中村一雅委員 

議案第24号の９ページ、歳入の部分。一般被保

険者国民健康保険税、補正額9900万円の増額にな

っていると。説明では税率改定があったからだと

いうことでしたけれども、被保険者そのものが増

えているということではなく。 

○松本市民課長 

税率の10.7％改正し、30年度から改定いたしま

したので、その交付額を当初見込んでいた金額が

9600万見込んでいましたので、ほぼ同じような金

額で入ってくる形になっています。 
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○中村一雅委員 

見込みどおり増えたと。 

○松本市民課長 

そうです。 

○山本委員長 

ほかに質疑はありますか。 

○中村一雅委員 

特定健康保険がマイナス補正で入っていたよう

に思うんですけど、見込みより受診者が少なかっ

たということでしょうか。 

○松本市民課長 

予定としては3,700人を見込んどって、実績で

大体3,200人、500人が減少しています。 

○井関副委員長 

今の関連ですけども、野村、被災してこの特定

健診なかなか受けられない方があったわけです

が、12月に向けて、再度健診の日を設けていただ

きまして、かなりカバーはできたんじゃないかな

と思っているんですけども、実質として、今

500人減と言われましたが、野村の実質の減はど

のぐらいになっとるかはおわかりでしたらお願い

します。 

○松本市民課長 

大変申しわけないです。今資料として手持ちと

して持ってません。後で提出するようにしますん

で。 

○山本委員長 

後ほど資料のほうお願いします。 

ほかに質疑はありますか。 

○中村敬治委員 

議案24号の12ページの特定健康診査等事業費、

400万減額になっておりますけれども、これだと

思うんですよ、先ほど500人減と言われたのは。

そうすれば、どうして500人が減になったのか、

当初と比べて。大体この受診者というのは、どう

いう推移をたどっておるのか、要するに国民健康

保険加入者の、どの程度の率で受診をされるのを

目標値として、市としては取り組んでおられるの

か、皆さんが、その受診が増えるようにどういう

努力をされておるのか、市として、その辺お伺い

したいと思います。 

○松本市民課長 

野本係長に資料がありますんで、説明いたしま

すので。 

○野本市民課係長 

まず、受診率については、西予市については、

35％から6％をたどっております。目標値としま

しては、当面40％近い数字を目標として予算計上

しているんですけど、やはり人口減少にあわせて

国民健康保険者の被保険者も減っているっていう

のが現状で、受診者につきましても、高齢者が多

く固定化されておりまして、高齢者がなくなるこ

とによって、受診者数減っているというのが現状

でございます。 

今度受診率の向上に向けてなんですけど、今年

度から未受診者対策事業と言いまして、受診勧

奨、長い間かかってない方とか、定期的ではなく

て不規則に受けられる方について、別で受診勧奨

を実施しておりまして、それについて今年度、こ

れから検証していくんですけど、個別健診の受診

率が向上しているのが結果として今出ておりま

す。 

○山本委員長 

質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 

それでは、ないようですので質疑を打ち切りと

させていただきます。 

それでは、採決に移りたいと思います。 

質疑は４議案一括で行いましたが、採決は議案

ごとに行いたいと思います。 

まず、最初の議案、議案第22号を採決いたしま

す。 

お諮りいたします。 

議案第22号「平成30年度西予市一般会計補正予

算（第10号）」市民課所管分について、原案に賛

成の委員の挙手を求めます。 

  （賛成者挙手） 

○山本委員長 

挙手全員によりまして、当委員会としては、原

案どおり可決することに決しました。 

次に、議案第23号を採決いたします。 

「平成30年度西予市住宅新築資金等貸付事業特

別会計補正予算（第２号）」について、原案に賛

成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○山本委員長 

挙手全員によりまして、当委員会としては、原

案どおり可決することに決しました。 

続いて、議案第24号を採決いたします。 
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お諮りいたします。 

議案第24号「平成30年度西予市国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）」について原案に賛成

の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○山本委員長 

挙手全員によりまして、当委員会としては、原

案どおり可決することに決しました。 

最後であります。議案第25号を採決いたしま

す。 

議案第25号「平成30年度西予市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第４号）」について原案に賛

成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○山本委員長 

挙手全員によりまして、当委員会としては原案

どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前11時13分） 

 

【健康づくり推進課】 

○山本委員長 

再開を告げる。（再開 午前11時16分） 

次に、議案第22号「平成30年度西予市一般会計

補正予算（第10号）」健康づくり推進課所管分に

ついて議題といたします。 

担当課長の説明を求めます。 

○沖村健康づくり推進課長 

それでは、議案第22号 平成30年度西予市一般

会計補正予算（第10号）のうち、健康づくり推進

課所管分の補正予算につきまして、予算書に基づ

き、ご説明申し上げます。 

初めに、歳出についてご説明申し上げます。予

算書34ページをお開き願います。 

4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務

費につきましては、610万6000円を減額補正して

おります。職員給与費の減額については省略をさ

せていただきます。このうち、保健衛生庶務事業

の216万2000円の減額は、本課育児休暇取得保健

師の代替職員が確保できなかったことにより生じ

た不用額146万2000円、また、城川支所生活福祉

課事務補助職員の任用の変更により生じた不用額

70万円で、社会保険料及び嘱託職員賃金等の人件

費であります。 

次に、旧国保診療所等維持管理事業の50万円の

減額補正ですが、これは、明浜地域旧国保診療所

の電気料等の需用費に不用額が生じたため、減額

するものであります。 

次に、2目予防費につきましては、1909万円を

減額補正しております。このうち、予防接種事業

の779万円の減額は、予防接種者数が見込み数よ

り少なかったため、年度末までの執行見込みによ

り不用額となる医薬材料費200万円及び、予防接

種委託料579万円を減額補正するものでありま

す。 

次に、がん検診等事業1130万円の減額は、がん

検診受診者数が見込み数より少なかったため、年

度末までの執行見込み額により不用となる受診者

への郵券料等通信運搬費30万円、検診委託料

1100万円を減額補正するものであります。 

次に、3目保健衛生施設管理費、クアテルメ宝

泉坊管理運営事業に、1548万2000円を増額補正計

上しております。温泉水を活用して市民に健康づ

くりの場を提供する目的で設置をしました、クア

テルメ宝泉坊が７月豪雨災害により被災したこと

に伴い営業休止となり、運営収支が赤字となるこ

とから、施設の安定経営の確立と円滑な事業運営

を図るため、豪雨被害指定管理者経営支援補助金

を交付するものであります。この補助金の交付に

つきましては、指定管理者である株式会社城川フ

ァクトリーにおけるクアテルメ宝泉坊の平成27年

度から平成29年度までの過去３年間の決算状況

と、平成30年度決算との差額を豪雨災害による影

響額として鑑みて、補助金の交付額を決定させて

いただきます。 

次に、35ページをお開き願います。 

5目精神衛生費につきましては、117万3000円を

減額補正いたしました。これは精神保健事業のう

ち、県補助事業である地域自殺対策強化事業にお

いて、本市の自殺対策計画を今年度中に策定する

予定でしたが、７月豪雨により取り組みを先送り

せざるを得なくなり、結果として、今年度中の計

画策定が難しくなったことから、事業未執行分の

報償金46万円、計画書印刷製本費等の需用費35万

7000円、通信運搬費32万5000円等の不用額を減額

補正するものであります。 

次に、35から36ページにまたぎますが、6目母

子衛生費につきましては、231万2000円を減額補

正いたしましたが、これは、妊婦健診事業におい

て、当初の見込みより妊婦健診届け出数が少なか

ったことから、これから年度末までの妊婦健診並
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びに妊婦歯科健診者数等を見込んで、不用となる

健診委託料を減額するものであります。 

次に、歳入についてご説明いたします。予算書

は16ページにお戻りください。 

14款県支出金、2項県補助金、3目衛生費県補助

金、1節保健衛生費県補助金229万3000円減額のう

ち、本課所管分の歳入補正額は65万8000円の減額

ですが、これは先ほど説明をいたしました、地域

自殺対策強化事業における自殺対策計画策定延期

により歳出額を減額したことに準じ、今年度歳入

を予定していた県補助金のうち65万8000円を減額

補正するものです。 

以上、一般会計補正予算（第10号）の健康づく

り推進課所管分の説明を終わります。 

よろしくご審議の上、ご決定いただきますよう

お願いをいたします。 

○山本委員長 

沖村課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。 

○中村一雅委員 

34ページのクアテルメ宝泉坊管理運営事業

1548万2000円、これは豪雨によって休業したこと

による損失の補填ということでよろしいんですよ

ね。激甚指定されましたけど、こういう休業補償

みたいなことは、国からの補助支援とかってある

んでしょうかね。要は施設なんかが壊れたことを

現状復旧する分は国からの補助が入って、激甚指

定されているから90から95パーセントぐらいのこ

とが見込めると。なので先に市の財源を入れとい

て、後から補填があるという見込みが立つでしょ

う。こういう休業補償なんかの場合はどうなんで

しょうか。 

○沖村健康づくり推進課長 

この休業補償については、国からの支援等につ

いてはございません。 

○山本委員長 

ほか質疑はございますか。 

○中村敬治委員 

クアテルメ宝泉坊、この34ページの今の質問の

続きですけれども、経営支援の補助金を出すとい

うことになりそうなんですけれども、この何です

か、市内の温浴施設四つ、それぞれ設置目的が違

うわけですけれども、この分、温浴施設について

はいろいろ市として、今後の経営の問題もあっ

て、検討委員会ができておると思いますが、その

中で、なおかつ経営をするためにいろいろ支援を

するということになると、なんとなく当座温浴施

設を、会議をして運営せないかんということはよ

くわかるんですけれども、その辺の検討委員会と

の兼ね合いはどういうようになっておるんでしょ

うか。 

○藤井生活福祉部長 

おっしゃるとおり昨年度、温浴再生会議という

のが立ち上がりまして、市議の皆様にもご参画を

いただいて検討してまいりました。そこで、答申

をいただいて、今年度から取り組むというやさき

で豪雨災害が起こりまして、ストップしておりま

したが、今経済振興課が中心となって、温浴施設

も含めて、いろいろと今後どうするのかというと

ころの検討を始めているところでございますの

で、また、その点につきましては、逐一その情報

等をまた市議の皆様に委員の皆様にもご提供させ

ていただきたいと思っております。 

○山本委員長 

ほか質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 

質疑もないようですので質疑を終結といたしま

す。 

採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第22号「平成30年度西予市一般会計補正予

算（第10号）」健康づくり推進課所管分につい

て、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○山本委員長 

挙手全員によりまして、当委員会としまして

は、原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前11時27分） 

 

【福祉事務所】 

【福祉課】 

○山本委員長 

再開を告げる。（再開 午前11時30分） 

次に、議案第22号「平成30年度西予市一般会計

補正予算（第10号）」福祉課所管分について議題

といたします。 

担当課長の説明を求めます。 

○上中福祉課長 
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それでは議案第22号 平成30年度西予市一般会

計補正予算（第10号）のうち、福祉課所管分につ

いて、予算書に基づきご説明申し上げます。 

まず歳出からご説明させていただきます。予算

書29ページをお開き願います。 

3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務

費の事業概要のうち、地域福祉計画策定事業16万

円の減額補正でございますが、これは７月の豪雨

災害の対応のため、本年度策定予定であった本計

画を作成することができなかったため、事業費の

全額を減額補正するものでございます。この計画

は社会福祉法第４条に規定されておりまして、地

域福祉の推進というものでございまして、本計画

を策定する必要がありますので、来年度改めて策

定するため、当初予算にその経費を計上させてい

ただいております。 

予算書31ページをお開き願います。 

3款民生費、1項社会福祉費、4目障害者福祉費

のうち、事業概要の地域生活支援事業193万

8000円の減額補正でございますが、給付見込額が

現予算の2345万2000円に対し下回ると予想される

ため、不用額を減額するものでございます。次

に、特別障害者手当給付事業の345万6000円の減

額でございますが、当初見込んでいた支給対象者

が、実績見込みで下回ると見込まれるためでござ

います。当初予算では障がい者42名、障がい児

27名を見込んでおりましたが、実績としまして、

障がい者の方が31名、障がい児の方は22名とな

り、計16名の減額が見込まれるためでございま

す。 

次に、身体障がい者・児補装具給付事業の

100万円の減額でございますが、同様に、当初見

込みより実績額が下回る見込みであるためでござ

います。対象品目は、盲人の安全づえ、眼鏡、補

聴器等が対象でして、支給と修理も対象となりま

す。１月までの支出額が、障がい者へ対しての

24件、2406万6098円、障がい児が３件で、78万

7471円でして、今後の見込額を修理３件、支給２

件と見込んでおります。 

次に、障がい者福祉庶務事業の108万3000円の

減額でございますが、主なものといたしまして、

職員の育児休暇取得に伴う代替職員の雇用期間の

短縮によるものでございます。 

次に、西予市障がい者（児）タクシー利用助成

事業の368万4000円の減額でございますが、この

事業は、今年度新規事業として昨年10月から取り

組む予定としておりましたが、豪雨災害の対応に

よりましておくれが生じ、１月から事業化となっ

たためでございます。 

同ページの10目臨時福祉給付金の785万8000円

の増額でございますが、これは、平成26年４月か

ら消費税が段階的に引き上げられた影響を受ける

低所得者等に対しまして、講じられた国の事業で

して、平成28年、29年度の実績が確定したことに

伴いまして生じました償還金として、785万

8000円を計上するものでございます。実績としま

して、28年度実績が支給人数1万1364人に対しま

して3,000円の支給でございました。29年度実績

としまして、支給人数1万1381人でして、このと

きは一人に対して1万5000円の給付がされており

ます。住民税非課税者の方に対しての支給となっ

ております。課税者の扶養親族や生活保護制度の

被保護者は除くものとされておりました。 

続きまして、33ページをごらんください。 

3款民生費、3項生活保護費、1目生活保護総務

費の生活保護施行事業の129万2000円の増額でご

ざいますが、平成29年度の実績の確定に伴い、超

過交付分を返還する必要がございますので、その

予算を計上させていただいております。現在で被

保護者数は319名となっております。 

歳出の最後となりますが、同ページの1目災害

救助費のうち、災害見舞金事業を40万円減額する

ものでございます。７月豪雨災害により被災され

ました方々に対しまして、西予市災害見舞金等支

給要綱に基づき、見舞金をお届けしたものでござ

いまして、死亡された遺族に対しまして5万円を

6名の遺族へ、全壊世帯に5万円を144世帯、大規

模半壊・半壊世帯に3万円を290世帯、床上浸水世

帯に2万円を21世帯が対象となり、ほぼ手続が終

了いたしましたので、不用額を減額するものでご

ざいます。 

歳出につきましては以上でございます。 

歳入につきましてご説明申し上げます。14ペー

ジをお開き願います。 

13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国

庫負担金、3節生活保護費国庫負担金の194万

6000円の増額でございますが、これは、平成29年

度の実績額が確定したことに伴い、医療扶助、介

護扶助に対する国の負担分の不足分としての交付

未済額を受け入れするものでございます。ほかに
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も各事業の補助率を乗じて、歳出の減額に伴う歳

入の減額補正もいたしておりますが、時間の都合

上、説明を割愛させていただいたらと思います。 

最後に、債務負担行為補正についてご説明申し

上げます。８ページをお開き願います。 

専決第６号 平成30年度西予市一般会計補正予

算（第４号）においてご承認いただいておりまし

た、平成30年７月豪雨災害に係る西予市生活福祉

資金利子補給補助金交付要綱による利子補給補助

金について、債務負担行為補正でございますが、

この事業は、愛媛県の社会福祉協議会が行うもの

でして、貸付に伴う利子の補給補助を西予市が行

うものでございます。通常であれば、貸付におけ

る措置期間が６カ月、償還期間が７年以内のとこ

ろ、国の通知によりまして、平成30年豪雨災害に

おける運用としましては、措置期間を２年以内、

償還期間を据え置き期間経過後20年以内とするこ

とができることとなりましたので、利子補給の期

間を平成33年度から平成53年度に変更するもので

ございます。 

以上、よろしくご審議の上、ご決定いただきま

すようお願い申し上げます。 

○山本委員長 

上中課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。 

○中村敬治委員 

29ページの地域福祉計画策定事業16万円の減額

と説明があったんですが、これは社会福祉法第４

条に基づく計画という説明いただいたんですけれ

ども、災害により１年延期するということですけ

れども、社会福祉法第４条はちょっとわからない

んですけれども、１年延期しても別段何ら問題な

いのかどうか、今後の事業展開に何か支障が出て

くるのかどうか、そういうことと、あと地域福祉

計画そのものの計画概要、どういうことを決める

のか、内容。 

そしてもう一つは、実際に今年度やろうとして

おったわけですから、これは金額は16万という減

額のようですけれども、実際これは外注して計画

を立てるのか、自分らで、市役所で策定されるの

か、何か冊子になるのかなという想定はするわけ

ですけれども、その辺、策定の経費の内訳といい

ますか、事業費が策定そのものにどれぐらいかか

るか、これは16万という金額のようですけれど

も、実際にどれぐらいを新年度は想定されておっ

て、どうなるのかなと思いまして、この３点ちょ

っとわかればお願いいたします。 

○上中福祉課長 

最初に外注かどうかということについてお答え

をさせていただきます。予算削減の経費のこうい

う経済事情でありまして、市役所の私どもの職員

で、印刷から何から全部仕上げよということで、

主に用紙代と、それに伴う消耗品程度の予算を計

上しておりました。それと委員に対しての委員報

酬を計上している程度で、外注については考えて

おりません。 

それと地域福祉計画のおくれによって何か支障

がないかということでございますが、実際は30年

度に策定をいたしまして、31年度から５年間がこ

の計画の期間スパンでありました。その影響がな

いかと言われれば、ないとは言えないんですが、

今、社会福祉協議会も取り組んでいただいており

ますが、地域活動計画というのを社会福祉協議会

が策定する必要がございます。それと連動して、

その地域福祉計画を策定する予定でしたが、社会

福祉協議会もそういう事情でありまして、地域へ

出向いての地域からの意見の吸い上げもできてお

らないような状況でございまして、そういうこと

の事情を踏まえて、今年度両方、社会福祉協議会

とあわせて、計画を策定していく予定でございま

す。内容につきましては、幅広い内容でして地域

福祉計画は福祉計画の中でも上位計画に位置づけ

られておりまして、介護保険事業計画や老人福祉

計画の上位計画に当たりますので、その辺の事業

との連携もとっていきたいと考えております。 

○山本委員長 

ほか質疑はございますか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 

質疑もないようですので、以上で質疑を終結と

いたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第22号「平成30年度西予市一般会計補正予

算（第10号）」福祉課所管分について、原案に賛

成の委員の挙手を求めます。 

○山本委員長 

挙手全員によりまして、当委員会としては、原

案どおり可決することに決しました。 
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暫時休憩を告げる。（休憩 午前11時46分） 

 

【長寿介護課】 

○山本委員長 

再開を告げる。（再開 午前11時50分） 

次に、議案第22号「平成30年度西予市一般会計

補正予算（第10号）」長寿介護課所管分を議題と

いたします。 

担当課長の説明を求めます。 

○浅野長寿介護課長 

それでは、議案第22号 平成30年度西予市一般

会計補正予算（第10号）のうち、長寿介護課所管

分につきまして補正予算書に基づいてご説明を申

し上げます。 

それでは、歳出から説明をさせていただきま

す。予算書の30ページをお開き願います。 

3款民生費、1項社会福祉費、2目社会福祉施設

費において、老人憩いの家管理運営事業96万

8000円の減額をいたしております。これは平成

30年７月豪雨災害により野村老人憩いの家が被災

し、建物が使用できなくなったことにより、管理

運営事業費を減額するものでございます。 

続きまして、同じく3款民生費、1項社会福祉

費、3目老人福祉費において、11節の需用費中、

敬老祝金支給事業、印刷製本費3万7000円の減額

でございます。事業費の65万7000円中の3万

7000円でございます。これは99歳の方に祝金を支

給する際に、市長との記念写真を撮影し、本人に

贈呈させていただいておるのですけれども、この

写真代の単価が下がったことの減額となっており

ます。ちなみに平成30年度の99歳祝金支給者数

は、実績ベースで33名となっております。参考と

して、88歳は408名となっております。 

続きまして、13節の委託料中、緊急通報事業委

託料70万円の減額でございます。これは実績見込

みによる不用額の減額によるもので、新規設置者

数より機器撤去者数が多かったということになり

ます。内容としましては、新規設置者数が10台、

機器の撤去者数が28台となっております。実績見

込みとしましては152台、市で現在稼働いたして

おります。ただし、その中で休止が18台含まれて

おります。 

続いて、19節負担金補助及び交付金について、

老人クラブ等活動支援事業補助金20万円の減額で

ございます。これは単位老人クラブ数及び会員数

の減少により不用額を減額したものでございま

す。参考としまして、クラブ数は143クラブから

136クラブ、会員数は6,400人から6,022人と減少

いたしております。 

続きまして、はり・きゅう・マッサージ補助事

業補助金でございます。76万4000円の減額でござ

います。これも実績見込みによる不用額を減額し

たものでございます。内訳としまして、旧町ごと

で、宇和町が4万9000円、野村町が30万4000円、

城川が6万1000円、三瓶が35万円となっておりま

す。明浜がないのは宇和町と一緒になっておりま

すので、その点よろしくお願いします。 

続きまして、游の里健康センター運営委託事業

でございます。豪雨被害指定管理者経営支援補助

金として600万円の増額計上をしております。こ

れにつきましては、昨年７月に発生した西日本豪

雨災害により被災し、施設が休業に追い込まれた

ことにより、指定期間中の施設運営が困難になり

赤字となったため、指定管理施設の安定経営、円

滑な事業を図るため、経営支援補助金を支出し経

営支援を図るものでございます。補助金額の算定

に当たっては、平成27年度から29年度までの過去

３年間の決算状況と平成30年度の決算見込みを鑑

み、豪雨災害による影響額を考慮し、補助金交付

額を決定させていただいております。 

次に、敬老会活動支援事業補助金でございま

す。97万円の減額でございます。これは実績見込

みによる不用額を減額したものでございます。内

訳としまして、明浜町が4万9000円、宇和町が

24万円、野村が26万円、城川が20万円、三瓶が

18万6000円の内訳となっております。 

次に、高齢者路線バス利用補助事業でございま

す。55万円の減額でございます。これも実績見込

みによる不用額を減額としたものでございます。

次、20節の扶助費におきまして、敬老祝金支給事

業、扶助費62万円の減額でございます。これも実

績見込みによる不用額を減額したものでございま

す。内訳といたしまして、先ほど申しました88歳

が、当初は410人から実績として408名、これを単

価1万円でございます。99歳、当初の予定が39名

から実績が33名ということで、合算したもの、給

付予算につきましては、単価10万円となっており

ます。これの合算額で62万円となっております。 

続きまして、同3款1項3目老人福祉費、28節の

繰出金において、介護保険特別会計繰出事業でご
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ざいます。繰出金として413万5000円を減額計上

しております。これは介護保険特別会計予算の実

績見込みに基づき、不用額または不足分を一般会

計から特別会計へ繰り出すもので、その実績見込

みにより介護給付費分等の不用額が生じたため減

額計上するものでございます。詳細につきまして

は、関連性がございますので介護保険特別会計補

正予算の説明の折に、また、あわせて報告させて

いただきます。 

次に、歳入の説明をさせていただきます。予算

書の13ページをお開き願います。 

11款分担金及び負担金、2項負担金、1目民生費

負担金、1節社会福祉費負担金につきまして、養

護老人ホーム入所者負担金430万円を増額計上す

るものでございます。これは、老人福祉法に基づ

き、毎年度７月１日現在において、費用徴収額の

見直しを行うこととなっており、この費用徴収区

分の算定において、特に、入退所者の収入状況の

変更があったことにより、現入所者の費用徴収基

準が前年度の入所者の負担額より水準が上がった

ということでございます。また、その要因としま

してまれではございますけども、入所者の臨時収

入、例えば、土地の売却等が発生したり、そこら

辺が徴収区分が上がることの要因となったりもし

ます。 

続きまして、14ページをお開き願います。 

13款1項1目民生費国庫負担金、1節社会福祉費

国庫負担金、並びに、16ページの14款1項2目の民

生費県負担金、1節社会福祉費県負担金におい

て、低所得者保険料軽減国庫負担金及び県負担金

について、それぞれ10万2000円、5万1000円の増

額計上となっております。これは65歳以上の第１

号被保険者の保険料について、第１段階の保険料

を年額3万5400円から3万1900円に減額するための

国及び県の負担金を実績見込みに基づいて減額す

るものでございます。 

以上で、一般会計補正予算の長寿介護課所管分

についてのご説明とさせていただきます。よろし

くご審議の上、ご決定くださいますようお願い申

し上げます。 

○山本委員長 

浅野課長の説明は終わりました。 

これより質疑に移りたいと思います。質疑はあ

りませんか。 

○源委員 

１点だけ、予算書30ページの游の里健康センタ

ー運営委託事業についてなんですけれども、こ

れ、行政報告会の中でも財政課から説明ありまし

たが、游の里だけじゃなくてほかに９施設、合計

で6941万1000円を今回、一般会計全体で計上され

ているはずです。あくまで行政報告会の中の話だ

ったんで、その際私も質疑はしなかったんですけ

ど、説明の中で、この補助については今回予算と

して計上するが、あくまで決算ベースで精査を行

うという形で話しがあったと思うんですが、その

点を１点だけ確認したいと思います。お願いしま

す。 

○浅野長寿介護課長 

担当課としてもそのように認識いたしておりま

す。決算額での、精算額での最終的には支出にな

ろうかと思っております。 

○山本委員長 

ほかに質疑はございますか。 

○中村一雅委員 

関連なんですけど、老人クラブの加入率とかっ

ておおよその数字いうてわかる。要はあれ任意団

体でかつ任意加入やろう。だから各地区で老人ク

ラブそのものが消滅している地区もあると思うん

ですけど、何クラブぐらいあって、何パーセント

ぐらい加入率って、大ざっぱな数字でいいんやけ

ど。 

○浅野長寿介護課長 

ただいまちょっと手元に資料がございませんの

で、後ほどまた報告させていただきます。 

○山本委員長 

ほか質疑はございますか。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後０時02分） 

○山本委員長 

再開を告げる。（再開 午後０時05分） 

質疑はほかにございますか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 

質疑を終結といたします。 

これより採決に移りたいと思います。 

お諮りをいたします。 

議案第22号「平成30年度西予市一般会計補正予

算（第10号）」長寿介護課所管分について、原案

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○山本委員長 
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挙手全員によりまして、当委員会としては原案

どおり可決することに決しました。 

次に、議案第26号「平成30年度西予市介護保険

特別会計補正予算（第３号）」について議題とい

たします。 

担当課長の説明を求めます。 

○浅野長寿介護課長 

それでは、議案第26号 平成30年度西予市介護

保険特別会計補正予算（第３号）につきまして、

補正予算書に基づいてご説明を申し上げます。 

まず、歳出からご説明をさせていただきます。

歳入歳出補正予算事項別明細書でご説明をさせて

いただきます。予算書９ページをお願いいたしま

す。 

1款総務費、1項総務管理費において、一般管理

事業236万1000円を実績見込みに基づき減額する

ものでございます。内訳としまして、13節委託料

におきまして、介護報酬改定に係るシステム改修

費210万円の不用分と、18節備品購入費のうち、

公用車の更新に係る機械器具費不用額26万1000円

の合算額となっております。 

続きまして、1款2項の賦課徴収費において、実

績見込みに基づき、12節役務費、通信運搬費、こ

れは郵便料でございますけども、39万1000円の減

額補正としております。 

また、1款3項の介護認定審査会費において、

2目認定調査等費、12節役務費の主治医意見書手

数料において実績見込みに基づき107万9000円を

増額いたしております。この理由につきまして

は、単純に申しましたら、介護保険申請件数が前

年度と比較して増加したということでございま

す。月ベースで279件が、296件となっておりま

す。中でも、在宅におられる方の申請者数が増加

しております。その増加要因につきましては、西

日本豪雨災害の影響もあろうかと思っておりま

す。また、介護認定の改定期間が１年から２年に

なっております。その部分のちょうど２年目のこ

の改定期間のタイミングに合致したということも

あります。 

続きまして、10ページの1款4項の趣旨普及費に

おいて実績見込みに基づき、11節需用費の消耗品

費28万7000円の減額をしております。この消耗品

費につきましては、第７期介護保険事業計画パン

フレットの消耗品となっております。 

続きまして、3款の地域支援事業費に関して実

績見込みに基づき、それぞれの事業に対して不用

額を減額するものでございます。内訳としまし

て、1項包括的支援事業・任意事業費において、

1目任意事業費135万円を減額計上いたしておりま

す。 

続いて、11ページの2項介護予防・生活支援サ

ービス事業費において、1目介護予防・生活支援

サービス事業費1470万円、続いて12ページの2目

介護予防ケアマネジメント事業費200万円、それ

ぞれ実績見込みに基づき不用額を減額計上いたし

ております。 

続きまして、12ページの3項一般介護予防事業

費において、1目一般介護予防事業565万円を減額

計上いたしております。 

続いて、13ページの4項その他諸費において、

1目審査支払手数料10万円を減額計上しておりま

す。 

続いて、歳入でございますが、予算書６ページ

にお戻りください。 

1款保険料、1項介護保険料、1目第１号被保険

者保険料において、現年度分保険料3000万円を減

額計上いたしております。これは、第１号被保険

者の実績見込みに基づき減額するもので、その内

訳としまして、特別徴収保険料3900万円の減額、

普通徴収保険料900万円の増額、その相殺額とな

っております。減額の主な要因としましては、７

月豪雨災害に伴い、介護保険料等を減免したこと

によるものでございます。 

続いて、予算書６ページから７ページをお開き

願います。 

4款国庫支出金において、4201万5000円の増額

計上としております。この増額の内容としまして

は、1目調整交付金3699万円、5目保険者機能強化

推進交付金906万9000円、6目災害臨時特例補助金

260万円が増額となっております。これらのう

ち、調整交付金と災害臨時特例補助金が先に述べ

た７月豪雨災害に伴う介護保険料、サービス利用

料等の減免の国の財政支援となっております。 

5款県支出金、6款支払基金交付金において、地

域支援事業費の歳出合計額は減額となっておりま

すので、国・県支払基金、それぞれの負担割合に

応じて、歳入額においても歳出と同様に減額計上

としております。 

続きまして、予算書７ページをお願いいたしま

す。 
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8款繰入金、1項一般会計繰入金において、2目

その他一般会計繰入金、4目及び5目の地域支援事

業繰入金についても、市の負担割合に応じて減額

計上としております。3目低所得者保険料軽減繰

入金として20万5000円を増額いたしております。

同じく2項基金繰入金、1目介護給付費準備基金繰

入金において、財源補填としての基金繰入金を

2427万1000円減額計上いたしております。 

10款4項雑入において、地域支援事業負担金

30万円を減額計上いたしております。これは事業

に係る参加者負担金の減額が要因となっておりま

す。 

以上で、西予市介護保険特別会計補正予算につ

いてのご説明とさせていただきます。よろしくご

審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上

げます。 

○山本委員長 

浅野課長の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑があればお願い

します。 

○井関副委員長 

認定調査事業費が増額になっとるのに、実際と

して、生活サービス事業、あるいはマネジメント

事業が減額になっとるんですけども。調査事業が

増えたら当然サービス事業は増えるのが普通じゃ

ないかなと思うんですけれども、その辺がちょっ

と整合性がとれてないんじゃないかなと思うんで

すが、その辺はどうですか。 

○浅野長寿介護課長 

今事業として上げていただきました包括的支援

事業、任意事業と介護予防生活支援サービス事業

等につきましては、総合事業ということで、介護

１までいかない方々の介護予防事業ということに

なっております。実際、それをのけた形で、要介

護１から要介護５までの給付サービスにつきまし

ては、給付が増えておりますので、その部分は整

合性はとれとると思うんですけども。介護予防と

してのそこの費用が減っておるということは逆に

言うたら非常にありがたいことではあるんですけ

ども、そこは、介護予防事業としての事業の成果

があらわれているものと前向きにとらえているん

ですけども。 

ちょっと説明がへたで申しわけないんですけど

も、一応そう認識いたしております。 

○中村敬治委員 

今のところの関連ですけども、認定調査そのも

のは、どういうように実施されておるんですか

ね。包括支援センターとか市の職員の嘱託の人も

おられるようですけれども、実態としてどういう

ような方が担当してどういう手続を踏んで認定を

されておるんですか。 

○浅野長寿介護課長 

認定調査事業につきましては、介護認定審査会

に諮る基本資料として調査員を雇用して、市の長

寿介護課が主管となってやらさせていただいてお

ります。 

現在は、本庁に４名、野村に２名、それから明

浜、城川、三瓶に１名ということで、９名体制で

西予市の介護調査業務を担っておるという状況で

ございます。所管としては、長寿介護課でやって

おります。 

○山本委員長 

ほか質疑はございますか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 

質疑もないようですので、以上で質疑を終結い

たします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

議案第26号「平成30年度西予市介護保険特別会

計補正予算（第３号）」について、原案に賛成の

委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○山本委員長 

挙手全員によりまして、当委員会としては、原

案どおり可決をいたしました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後０時17分） 

 

【子育て支援課】 

○山本委員長 

再開を告げる。（再開 午後０時18分） 

次に、議案第22号「平成30年度西予市一般会計

補正予算第（10号）」子育て支援課所管分につい

て議題といたします。 

担当課長の説明を求めます。 

○松田子育て支援課長 

議案第22号 平成30年度西予市一般会計補正予

算（第10号）、子育て支援課所管分につきまして

ご説明させていただきます。 

それでは予算書の32ページをごらんください。 
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3款民生費、2項児童福祉費につきまして、

2295万7000円の減額補正でございます。まず初め

に、1目児童福祉総務費につきまして1588万

2000円の減額補正でございます。詳細につきまし

ては、事業概要上段、児童扶養手当支給事業でご

ざいますが、20節扶助費につきまして770万円の

減額補正でございます。この要因としましては、

全支給、一部支給とありますが、この一部支給の

方の減数が主たる要因となりまして、全体で

180人の減数が見込まれ、770万円を減額補正する

ものでございます。 

次に、保育支援事業につきましては、4目保育

所費、スマイル保育園管理運営事業とあわせて後

ほど説明させていただきます。 

次に、子育て応援券交付事業につきまして、

20節扶助費45万円を減額補正するものでございま

す。その要因としましては、出生数の減少等によ

り150枚の応援券を減数するため、減額補正する

ものでございます。 

続きまして、2目児童措置費、児童手当支給事

業の20節扶助費につきまして、３月末の給付見込

み数940人分の減数となり、950万円を減額補正す

るものでございます。 

続きまして、32ページから33ページをごらんく

ださい。 

4目保育所費278万5000円の増額補正でございま

す。内訳としましては、職員給与費につきまし

て、正規職員の育児休暇等により350万円を減額

補正するものでございます。 

それではスマイル保育園管理運営事業について

説明させていただきます。32ページ、1目児童福

祉総務費、19節負担金補助及び交付金につきまし

て、13事業のうち、病児保育事業を主とする西予

市保育事業費補助金1530万6000円を減額としまし

た。支出科目を精査し、19節補助金から13節委託

料へ組み替えを行い、実績見込みによる算定を行

い、773万2000円を減額し、委託料として757万

4000円を計上したものでございます。加えて、

33ページ、4目保育所費、19節延長保育等負担金

の6,000円と、スマイル保育園管理運営事業費へ

の繰出金、28節繰出金627万9000円、合わせて

628万5000円の増額補正でございます。増額の主

な要因としましては、当初予算時、病児利用数

540人を見込んでおりましたが、３月末の利用数

は約193人と３分の１の実績見込みでございま

す。利用者の減数に伴い、利用者負担金の減額及

び、送迎利用者がないため送迎加算を含めた子ど

も子育て支援交付金の減額等が原因となりまし

て、増額補正となったものでございます。 

同じく33ページ、5目児童館費につきまして、

７月豪雨災害により、野村保育所が被災し、７月

17日から12月24日まで、野村地域教育福祉複合施

設を代替として、保育実施となり、野村児童館は

隣接する野村幼稚園ホールを利用しての運用とな

りました。その間につきましては、野村幼稚園管

理運営事業費から電気代を支出しましたので、野

村児童館としましては、電気代約36万円を減額補

正するものでございます。 

以上で、子育て支援課所管分の補正予算の説明

とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご

決定くださいますようお願いいたします。 

○山本委員長 

松田課長の説明は終わりました。 

質疑に入りたいと思います。質疑はございます

か。 

○中村敬治委員 

32ページのスマイル保育園管理運営事業628万

5000円というのは、これは何か病児保育が当初予

定しておったよりもかなり減った数字になって、

結局補助が増えたというような説明だったと思う

んですけど、もうちょっと詳しくお願いします。 

○松田子育て支援課長 

当初540名を見込んでおりました。それで先ほ

ど説明いたしましたように、病児保育事業に対し

ましては、保育支援事業費として、国から子育て

交付金がおりるようになっているんですけれど

も、それが人数によって交付金の額が大きく違い

があります。それが一つの要因で、400人から

600人未満というところで見込んでおりましたの

で、具体的に申しますと630万ぐらいの基準額と

して見込んでおりましたが、200人以下というふ

うになりますと、そこで既に300万円以上の差異

が出てまいります。それにプラスして、送迎を加

算するということで、それは、体制加算なので、

送迎対応を伴う保育士の雇いあげとして加算がつ

くようになっているんですが、もちろん体制は整

えましたので、看護師は雇いあげをしているんで

すが、その加算として、約540万円の加算が、極

端に言えば、１人でも２人でもそういうタクシー

での送迎を利用する方があれば、その加算がつく
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んですけれども、結局その加算が１人利用の方は

おれたんですけど、たまたまかかる病院が休みだ

ったということで、それを利用する方がなかった

ということで、３月末まではまだわからないんで

すけれども、今の時点で見込みとして送迎加算も

とれないというふうなことでありまして、その差

異となりました。結局、補助金が減った分と、病

児保育事業は進めておりますので、その差額分を

繰出金、イコールではないんですけれども、繰出

金として支出しなければいけないというふうなと

ころになります。 

○中村敬治委員 

大体人数が少なくなって負担金が増えるという

のは、ちょっとなんとなく解せなかったわけです

けれども、そうすると、これ極端に31年度も変わ

るわけはないと思いますので、その辺31年度予算

にはきちんと反映はされておると思いますが、そ

の辺はいかがでしょうか。 

○松田子育て支援課長 

31年度予算につきましては、案はもう出してい

るところなので、もう少し視点を変えまして、病

児保育のもう少しＰＲを行うとか、きめ細やかな

ニーズ把握をするとか、そういうふうな対応も必

要かと思いますので、事業を始めた以上は、事業

をうまく活性化しながら使っていくというふうな

ことも必要ですので、予算につきましては、また

後日説明させていただきますが、その際にいろい

ろとご意見をいただいたらと思います。 

○藤井福祉事務所長 

スマイル保育園は、市民病院がご存じのとおり

運営しておりまして、それに対しての繰り出しで

ございます。市民病院から必要な経費等を子育て

支援課に報告がありまして、協議しながら繰り出

しさしていただいております。 

今回、先ほど説明しましたように、市民病院で

予定しておりましたその補助金が入らなくなりま

して、この繰り出しが増えたというところでござ

います。課長が申しましたように、もう少し市内

皆様にＰＲをするのが足りてなかったということ

は反省しておりますので、31年度につきまして

は、広報やいろいろな手段を使って周知をしたい

と思っておりますので、また議員の皆様にもぜひ

とも利用していただくように働きかけをお願いし

たらと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○山本委員長 

ほか質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○山本委員長 

質疑もありませんので、以上で質疑を終結とい

たします。 

お諮りをいたします。 

議案第22号「平成30年度西予市一般会計補正予

算（第10号）」子育て支援課所管分について、原

案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○山本委員長 

挙手全員によりまして、当委員会としては、原

案どおり可決することに決しました。 

本委員会に付託されました議案についての審査

は全て終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。 

 

 

 散会 午後０時31分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西予市議会委員会条例第30条第１項の規定によ

りここに署名する。 

 

 

  西予市議会厚生常任委員長 

 

 

 

 

 

 


